
美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この告示は、地域産業の振興を図るため、農林漁業者等が農林漁家民宿の開

業に要する経費に対して、予算の範囲内において美馬市農林漁家民宿開業支援事業

補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関して、美馬市補助金交付規

則（平成１７年美馬市規則第３７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか

、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この告示において、農林漁家民宿とは、農林漁業者等が旅館業法（昭和２３

年法律第１３８号）に規定する旅館業の営業許可を取得する宿泊施設をいう。

（補助対象者）

第３条 補助金の交付の対象となるものは、市内で農林漁業を営んでいる者又は団体

とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

（１） 市内に住所を有し、市内において農林漁家民宿を開業する者

（２） 市の推進するグリーン・ツーリズム事業に積極的に参加できる者

（３） 市税等の滞納のない者（個人にあってはその世帯員、団体にあってはその

構成員を含む。）

２ 前項に規定する補助対象者は、開業後、農林漁家民宿を５年以上継続して営業し

なければならない。

（対象事業）

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「対象事業」という。）は、補助対象者

が行う旅館業法に規定する旅館業の営業許可及び食品衛生法（昭和２２年法律第２

３３号）に規定する飲食店の営業許可の取得に必要な家屋等の改修費用及び許認可

申請費用とする。

（補助金の額）

第５条 前条に規定する対象事業に対する補助金の額は、事業に要する経費の２分の

１以内の額とする。ただし、算定した額に千円未満の端数があるときは、これを切

り捨てるものとする。

２ 前項に規定する補助金の額は、５０万円を上限とする。

（補助金の交付申請）

第６条 規則第３条に規定する補助金交付申請書は、美馬市農林漁家民宿開業支援事

業補助金交付申請書（様式第１号）によるものとする。

２ 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

（１） 事業計画書（様式第２号）

（２） 収支予算書（様式第３号）

（３） 工事見積書の写し及び施工前の現況写真

（４） 改修平面図

（５） 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

（補助金の交付決定）



第７条 規則第４条第１項の規定により市長が補助金の交付を決定した場合における

規則第６条の規定による通知は、美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金交付決定

指令書（様式第４号）により行うものとする。

２ 補助金の交付の申請の内容を審査した結果、市長が補助金を交付すべきでないと

決定した場合の通知は、その理由を付して当該申請を受理してから３０日以内に美

馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金不交付決定指令書（様式第５号）により行う

ものとする。

（補助金の交付申請の取り下げ）

第８条 前条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、当該決

定に係る補助金の交付申請の取り下げについては、規則第７条の規定によるものと

する。

（実績報告）

第９条 規則第１１条に規定する実績報告は、美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助

金実績報告書（様式第６号）により行うものとする。

２ 前項の実績報告書には、次の書類を添付するものとする。

（１） 事業報告書（様式第７号）

（２） 収支決算書（様式第８号）

（３） 事業の実施状況が確認できる写真

（４） 領収書等の写し又は支払いを証明する書類

（５） 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

３ 実績報告書の提出期限は、当該補助事業完了の日若しくは第１２条第２項の規定

による廃止の承認を受けた日から起算して３０日以内又は補助金の交付の決定のあ

った年度の３月３１日から起算して１４日以内のいずれか早い日とする。

（補助事業の変更等）

第１０条 規則第５条第１項第１号又は第２号に規定する補助事業の変更について市

長の承認を受けようとする場合における申請は、美馬市農林漁家民宿開業支援事業

変更承認申請書（様式第９号）により行うものとする。

２ 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の変更を承認

した場合の通知は美馬市農林漁家民宿開業支援事業変更承認決定指令書（様式第１

０号）により行うものとし、当該補助事業の変更を承認しない場合の通知はその理

由を付して当該申請を受理してから３０日以内に美馬市農林漁家民宿開業支援事業

変更不承認決定指令書（様式第１１号）により行うものとする。

（補助事業の中止）

第１１条 規則第５条第１項第３号に規定する補助事業の中止について市長の承認を

受けようとする場合における申請は、事業報告書及び収支決算書を添付の上、美馬

市農林漁家民宿開業支援事業中止承認申請書（様式第１２号）により行うものとす

る。

２ 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の中止を承認

した場合の通知は美馬市農林漁家民宿開業支援事業中止承認決定指令書（様式第１

３号）により行うものとし、当該補助事業の中止を承認しない場合の通知はその理



由を付して当該申請を受理してから３０日以内に美馬市農林漁家民宿開業支援事業

中止不承認決定指令書（様式第１４号）により行うものとする。

（補助事業の廃止）

第１２条 規則第５条第１項第３号に規定する補助事業の廃止（第７条第１項の規定

により補助金の交付の決定の通知を受けた後に当該補助事業に着手することなく取

りやめることをいう。以下同じ。）について市長の承認を受けようとする場合にお

ける申請は、美馬市農林漁家民宿開業支援事業廃止承認申請書（様式第１５号）に

より行うものとする。

２ 市長は、前項の規定により提出された申請について、当該補助事業の廃止を承認

した場合の通知は、美馬市農林漁家民宿開業支援事業廃止承認決定指令書（様式第

１６号）により行うものとする。

（補助金の額の確定）

第１３条 規則第１２条に規定する補助金の額を確定したときの通知は、美馬市農林

漁家民宿開業支援事業補助金額確定通知書（様式第１７号）により行うものとする

。

（補助金の交付請求）

第１４条 前条に規定する補助金額確定通知書を受けた場合における補助金の請求は

、美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金交付請求書（様式第１８号）により行う

ものとする。

（補助金の概算払）

第１５条 規則第１４条に規定する補助金の概算払を受けようとする場合の請求は、

必要な書類を添付の上、美馬市農林漁家民宿開業支援事業補助金概算払請求書（様

式第１９号）により行うものとする。

（補助金交付決定の取消し又は補助金の返還）

第１６条 市長は、第７条第１項の規定により補助金の交付の決定を受けたものが次

の各号のいずれかに該当する場合は、規則第１５条の規定により補助金交付決定の

全部若しくは一部を取り消すこと、又は規則第１６条の規定により既に交付した補

助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

（１） この告示又は補助金の交付決定に付した条件若しくは市長の処分に違反し

たとき。

（２） 補助金を補助対象となる経費以外の用途に使用したとき。

（３） 補助事業の執行方法が不適当と認めたとき。

（４） 精算額が補助基本額に比して減少したとき。

（５） 補助事業の内容を変更し、又は事業を中止し、若しくは廃止したとき。

（６） 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為があ

ったとき。

（７） 旅館業又は飲食店の営業許可を取得できなかったとき。

（８） 旅館業又は飲食店の営業許可取得後、農林漁家民宿を開業しなかった場合

（９） 農林漁家民宿を開業後、５年以内に廃業（１年以上の休業を含む。）した

場合



２ 前項の規定による返還を求める補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、市

長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

（書類の整備）

第１７条 規則第１９条の規定により、補助金の交付を受けた申請者は、補助事業に

係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書

類を整備し、並びに当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度の６月１日か

ら起算して５年間保存しなければならない。

（その他）

第１８条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この告示は、平成２８年１０月１７日から施行する。



別表（第１６条関係）

交付日からの経過年数 返還を求める補助金の額

１年未満 交付額の１００％

１年以上２年未満 交付額の８０％

２年以上３年未満 交付額の６０％

３年以上４年未満 交付額の４０％

４年以上５年未満 交付額の２０％


